
 　　　道路交通法施行令の一部を改正する政令案要綱

 

 １　放置違反金の納付命令に係る公示等に関する規定の整備

　放置違反金の納付命令に係る公示等について、一定の事項を内閣府令で定める方法

により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載

された書面を都道府県公安委員会等の掲示板に掲示し、又は当該事項を都道府県公安

委員会の庁舎等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることがで

きる状態に置く措置をとることにより行うこととする （第十七条の五、第二十九条、。

 第三十九条、第五十四条関係）

 

 ２　その他

 　その他所要の規定を整備する。

 

 ３　施行期日等

（１）この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジ

タル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和五年法律第六十三号）附則第

一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和八年五月二十一日）から施行する （附。

 則第一項関係）

 （２）所要の経過措置を設ける （附則第二項関係）。



 
政
令
第　
　
　

号

 

　
　
　

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

　

内
閣
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
四
第
十
項
、
第
八
十
一
条
第
三
項
（
同
法
第
八

十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
八
十
二
条
第
三
項
及
び
第
八
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
四
条
第

 

五
項
及
び
第
百
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

 

　

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
当
該
」
を
「
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者

が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
」
に
、
「
内
閣
府
令
で
定
め
る

様
式
の
書
面
を
掲
示
し
て
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
当
該
事
項
を
当
該
公
安
委
員
会
の
庁
舎
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面

に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
掲

 

示
を
始
め
た
」
を
「
措
置
を
開
始
し
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
号
中
「
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
」
を
削
り
、
「
当
該
」
を
「
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
内
閣
府

令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
事
項
が
記
載
さ



れ
た
書
面
を
当
該
」
に
、
「
掲
示
す
る
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
を
当
該
警
察
署
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映

像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三

 

号
を
第
二
号
と
す
る
。

　

第
二
十
九
条
の
二
第
一
号
中
「
占
有
者
等
」
を
「
占
有
者
、
所
有
者
そ
の
他
工
作
物
等
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
」
に
改

 

め
る
。

　

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
「
前
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
号
の
公
示
に
係
る
転
落
積
載
物
等
の
う
ち
特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
同
号
」
と
、
「
都
道
府
県
の
公
報
又
は
新
聞
紙
」
と
あ
る
の
は
「
官
報
」
と
、
同
条
第
三
号
中
」
を
削

 

る
。

　

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
よ
る
」
の
下
に
「
公
示
は
、
」
を
加
え
、
「
の
公
示
は
、
」
を
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公

示
事
項
」
と
い
う
。
）
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と

も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
」
に
、
「
掲
示
し
て
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
公
安
委
員
会
の
庁
舎
に
設

置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
」

 

に
改
め
る
。



　

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
告
知
書
」
を
「
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者

が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
告
知
書
」
に
、
「
行
な
わ
れ
る
」
を

「
行
わ
れ
る
」
に
、
「
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
の
書
面
を
掲
示
し
て
行
な
う
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
当
該
事
項
を
当
該
場
所

に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
つ

 

て
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
掲
示
を
始
め
た
」
を
「
措
置
を
開
始
し
た
」
に
改
め
る
。

 

附　

則

 

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
政
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五

 

月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
二
十
九
条
（
新
令
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
九
条
第
二
項
並
び
に
第
五
十
四
条
第
一



項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
す
る
公
示
又
は
通
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
し
た
公
示

又
は
通
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



 
　
　
　
　
　

理　

由

　

情
報
通
信
技
術
の
進
展
を
踏
ま
え
、
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
に
係
る
公
示
等
を
電
子
化
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



 
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
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交
通
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政
令
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○　

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　

正　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
公
示
に
よ
る
納
付
命
令
）

（
公
示
に
よ
る
納
付
命
令
）

第
十
七
条
の
五　

法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
よ
る
納

第
十
七
条
の
五　

法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
よ
る
納

付
命
令
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り

付
命
令
は
、
当
該
納
付
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
内

 

不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
当

閣
府
令
で
定
め
る
様
式
の
書
面
を
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
納
付
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
公
安
委
員

 

会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
又
は
当
該
事
項
を
当
該
公
安
委
員
会
の
庁
舎
に
設

 

置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で

 
 

き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

３　

第
一
項
の
納
付
命
令
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
開
始
し
た
日
か
ら

３　

第
一
項
の
納
付
命
令
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
起

起
算
し
て
三
日
を
経
過
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

算
し
て
三
日
を
経
過
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

 
 

（
工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
の
方
法
）

（
工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
の
方
法
）

第
二
十
九
条　

法
第
八
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る

第
二
十
九
条　

法
第
八
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る

 
 

方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
間
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事

一　

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四

 

項
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ

日
間
、
当
該
警
察
署
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
こ
と
。

 

と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書

 

面
を
当
該
警
察
署
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
を
当
該
警
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察
署
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す

 
 

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
。

（
削
る
）

二　

前
号
の
公
示
の
期
間
が
満
了
し
て
も
、
な
お
そ
の
工
作
物
等
の
占
有
者

 

、
所
有
者
そ
の
他
工
作
物
等
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
（
次
条
第
一
号

 

に
お
い
て
「
占
有
者
等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が

 

で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
公
示
の
要
旨
を
都
道
府
県
の
公
報
又
は
新
聞
紙

  
 

に
掲
載
す
る
こ
と
。

二　

（
略
）

三　

（
略
）

 
 

（
工
作
物
等
を
返
還
す
る
た
め
の
措
置
）

（
工
作
物
等
を
返
還
す
る
た
め
の
措
置
）

第
二
十
九
条
の
二　

法
第
八
十
一
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
必
要
な
措
置
は

第
二
十
九
条
の
二　

法
第
八
十
一
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
必
要
な
措
置
は

 
 

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

返
還
を
受
け
る
者
に
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を

一　

返
還
を
受
け
る
者
に
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を

提
示
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
者
が
そ
の
工
作
物
等
の
返
還
を
受

提
示
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
者
が
そ
の
工
作
物
等
の
返
還
を
受

 

け
る
べ
き
占
有
者
、
所
有
者
そ
の
他
工
作
物
等
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る

け
る
べ
き
占
有
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ
る
こ
と
。

 
 

者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ
る
こ
と
。

二　

（
略
）

二　

（
略
）

 
 

　

（
保
管
し
た
工
作
物
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

　

（
保
管
し
た
工
作
物
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
三
十
二
条　

第
二
十
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
八
十
一
条
の
二

第
三
十
二
条　

第
二
十
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
八
十
一
条
の
二

第
二
項
又
は
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
転
落
積
載
物
等

第
二
項
又
は
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
転
落
積
載
物
等

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
八
条
中
「
法
第
八
十

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
八
条
中
「
法
第
八
十

一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
一
条
の
二
第
三
項
又
は
第
八
十
三

一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
一
条
の
二
第
三
項
又
は
第
八
十
三

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
一
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
二
号

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
一
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
二
号
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中
「
設
け
ら
れ
て
い
た
」
と
あ
る
の
は
「
在
つ
た
」
と
、
第
二
十
九
条
中
「

中
「
設
け
ら
れ
て
い
た
」
と
あ
る
の
は
「
在
つ
た
」
と
、
第
二
十
九
条
中
「

法
第
八
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
一
条
の
二
第
三
項
又
は

法
第
八
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
一
条
の
二
第
三
項
又
は

第
八
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
一
条
第
三
項
」
と
、
同

第
八
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
一
条
第
三
項
」
と
、
同

条
第
二
号
中
「
保
管
工
作
物
等
一
覧
簿
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
転
落
積
載
物

条
第
二
号
中
「
前
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
号
の
公
示
に
係
る
転
落
積
載
物
等

等
一
覧
簿
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
中
「
法
第
八
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る

の
う
ち
特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
号
」
と
、
「
都
道

の
は
「
法
第
八
十
一
条
の
二
第
三
項
又
は
第
八
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準

府
県
の
公
報
又
は
新
聞
紙
」
と
あ
る
の
は
「
官
報
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「

用
す
る
法
第
八
十
一
条
第
三
項
」
と
、
第
二
十
九
条
の
三
中
「
法
第
八
十
一

保
管
工
作
物
等
一
覧
簿
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
転
落
積
載
物
等
一
覧
簿
」
と

条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
一
条
の
二
第
三
項
又
は
第
八
十
三
条

、
第
二
十
九
条
の
二
中
「
法
第
八
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
一
条
第
四
項
」
と
、
「
当
該
工
作
物

十
一
条
の
二
第
三
項
又
は
第
八
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八

等
の
購
入
又
は
製
作
に
要
す
る
費
用
、
使
用
年
数
」
と
あ
る
の
は
「
取
引
の

十
一
条
第
三
項
」
と
、
第
二
十
九
条
の
三
中
「
法
第
八
十
一
条
第
四
項
」
と

実
例
価
格
、
当
該
転
落
積
載
物
等
の
使
用
年
数
」
と
、
第
三
十
条
中
「
法
第

あ
る
の
は
「
法
第
八
十
一
条
の
二
第
三
項
又
は
第
八
十
三
条
第
三
項
に
お
い

八
十
一
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
一
条
の
二
第
三
項
又
は
第
八

て
準
用
す
る
法
第
八
十
一
条
第
四
項
」
と
、
「
当
該
工
作
物
等
の
購
入
又
は

十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
一
条
第
四
項
」
と
読
み
替
え

製
作
に
要
す
る
費
用
、
使
用
年
数
」
と
あ
る
の
は
「
取
引
の
実
例
価
格
、
当

る
も
の
と
す
る
。

該
転
落
積
載
物
等
の
使
用
年
数
」
と
、
第
三
十
条
中
「
法
第
八
十
一
条
第
四

 

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
一
条
の
二
第
三
項
又
は
第
八
十
三
条
第
三
項

 

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
一
条
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

  
 。

２　

（
略
）

２　

第
二
十
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
八
十
二
条
第
二
項
又
は
第

八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
工
作
物
等
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
二
ま
で
の
規
定

中
「
法
第
八
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
二
条
第
三
項
又
は

第
八
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
一
条
第
三
項
」
と
、
第

二
十
九
条
の
三
及
び
第
三
十
条
中
「
法
第
八
十
一
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
八
十
二
条
第
三
項
又
は
第
八
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
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第
八
十
一
条
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 
 

（
意
見
の
聴
取
の
手
続
）

（
意
見
の
聴
取
の
手
続
）

 
 

第
三
十
九
条　

（
略
）

第
三
十
九
条　

（
略
）

２　

法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び

２　

法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
の
公

 

場
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
示
事
項
」
と
い
う
。
）
を
内
閣
府
令
で

示
は
、
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に

置
く
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
公
安
委
員
会
の
掲
示
板

に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
公
安
委
員
会
の
庁
舎
に
設
置
し
た
電
子
計
算

機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く

措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 

（
公
示
通
告
）

（
公
示
通
告
）

第
五
十
四
条　

法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
は
、
内
閣
府
令

第
五
十
四
条　

法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
は
、
告
知
書
に

で
定
め
る
事
項
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲

記
載
さ
れ
た
当
該
通
告
が
行
な
わ
れ
る
場
所
に
設
け
ら
れ
た
都
道
府
県
警
察

覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た

の
掲
示
板
に
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
の
書
面
を
掲
示
し
て
行
な
う
も
の
と

 

書
面
を
告
知
書
に
記
載
さ
れ
た
当
該
通
告
が
行
わ
れ
る
場
所
に
設
け
ら
れ
た

す
る
。

 

都
道
府
県
警
察
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
又
は
当
該
事
項
を
当
該
場
所
に
設
置

 

し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き

 
 

る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

３　

第
一
項
の
通
告
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算

３　

第
一
項
の
通
告
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し

し
て
三
日
を
経
過
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

て
三
日
を
経
過
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。


